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従事する業務

従業者の管理および利用の申し込みに係る調整

居宅（介護予防）サービス計画の作成およびサービ
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（１）利用料につきましては、厚生労働大臣の定める基準による金額となります。ただし、要介護度認

　　定を受けられた場合には、介護保険制度から全額給付されますので、利用料金は発生しません。

（２）保険料の滞納等により法定代理受領ができなくなった場合は、厚生労働大臣の定める基準による

　　金額をお支払い頂きます。その場合、当事業所よりサービス提供証明書を発行いたします。サービ

　　ス提供証明書を市等の担当窓口に提出しますと、全額払い戻しを受けることができます。

（３）介護支援専門員が通常のサービス地域をこえる地域に訪問する必要があるときは、その旅費 （実

　　費）の支払いが必要になる場合があります。 なお、自動車を使用した場合の交通費（実施地域を超

　　えた時に限る）は、１キロあたり３０円を徴収します。費用の支払を受ける場合は、利用者またはその

　　家族に対して事前に文書で説明した上で、支出に同意する旨の文書に署名を受けることとします。

5 ．事業所の目的および方針

6 ．居宅介護支援・介護予防支援の提供方法と内容

 ０１１５０１２０６４

介護支援専門員　３名以上
ス事業者との調整。委託を受けた介護認定調査

   居宅介護支援事業所勤医協

重　要　事　項　説　明　書
令和　6年  ４月　１日作成

 居宅介護支援事業所勤医協

 北見市常盤町５丁目９番地５

 ０１５７－２６－００２０  

 堀畑　美栄

 北見市（常呂、留辺蘂を除く）

．事業所の職員体制

主任介護支援専門員　1名（管理者を兼務）

．サービス利用料および利用者負担

事業の目的

事業の方針

介護支援専門員が、要介護状態または要支援状態にある高齢
者等の方々へ、適正な居宅介護支援（介護予防支援）を提供し
ます。

要介護状態または要支援状態になられた利用者の方が可能な
限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を
営むことができるように配慮し、利用者の方の心身の状況、その
置かれている環境等に応じ、総合的かつ効果的にサービスが
提供されるよう、公正・中立に支援を行ないます。

．事業所の概要

 事業所の名称

 事業所の所在地

 事業所の連絡先

 事業者指定番号

 管理者

 サービス提供地域

．営業日及び営業時間

職員体制

管理者　１名（主任介護支援専門員を兼務）

営業時間

月曜日から土曜日までとします。
ただし、日曜日、１２月３０日から１月３日までは休業となります。

営業日

午前９時から午後５時まで
（24時間の連絡体制は確保しています）



（１）相談体制

　　　事業所内に相談室を整備し、利用者からの相談に適切に対応します。

　　　　　　（２）課題分析票の種類（２）課題分析票の種類

　　利用者に対する居宅（介護予防）サービス計画原案作成のために使用する課題分析方式につい

　　ては厚労省の課題分析標準項目と課題分析シートを使うものとします。

（３）居宅（介護予防）サービス計画の作成

（４）指定居宅サービス事業所（介護予防支援事業所）について

　　利用者は、居宅（介護予防）サービス計画原案に位置づける居宅サービス事業所の紹介を複数

　　求めること、及び居宅（介護予防）サービス計画に位置づけられた居宅サービス事業者等の選定理

　　由の説明を求めることができます。集合住宅等の場合においても、利用者の意思に反して同一建物

　　の居宅（介護予防）サービス事業所のみを位置づけることはしません。

（５）サービス担当者会議

　　居宅（介護予防）サービス計画原案に対し、専門的な見地から意見を求めるため、当該計画原案に

　　位置付けた指定居宅（介護予防）サービス等の担当者を招集して行うサービス担当者会議を利用者

　　宅において開催します。
　　　　　 （６）居宅訪問

　　居宅（介護予防）サービス計画作成に当たり、利用者の置かれている環境の評価や現に抱えている

　　問題を把握するため、居宅訪問による面接調査を行います。また、当該計画作成後においても、居

　　宅（介護予防）サービス計画の実施状況等を把握し、居宅（介護予防）サービス計画の変更など、利

　　用者が求めるサービスが適切に提供されるよう少なくとも月1回訪問し、支援を行います。

（７）その他、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うために必要と認められるサービスの提

　　供を行ないます。

7 ．医療機関、介護・福祉サービス等との連携

（１）入院時における医療機関との連携を促進するため、入院時の際には介護支援専門員の氏名等を

　　入院先医療機関に提供するようお願いします。

（２）利用者が医療系サービスの利用を希望する場合は、主治医等の意見を求めます。主治医等に対

　　しては介護サービス計画を交付します。また、介護支援専門員が把握した利用者の療養上必要な

　　情報等について主治医等に伝達します。

（３）地域包括支援センター、障がい福祉制度の特定相談支援事業者等、介護・福祉サービス等との

　　連携に努めます。

8 ．衛生管理及び感染症、まん延防止等への対応

（１）事業所の設備、備品等を清潔に保持し、衛生管理に努めます。

（２）従事者の健康状態を把握し、定期健康診断などの必要な管理を行います。

（３）感染対策委員会を設置し、感染症拡大防止、感染予防について取り組みます。

（４）感染症等が発生した場合であっても、事業継続計画に沿った対応ができるよう研修及び訓練を行い

　ます。

9 ．高齢者の人権擁護や虐待防止等について

（１）虐待防止対策委員会を開催し、その結果を従業者に周知徹底します。

（２）虐待の未然防止、早期発見、虐待等への適切な対応等を定めた指針を整備します。

（３）高齢者の人権擁護、虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等を図るため、毎年1回以上、虐待

　防止のための研修を行います。

（４）上記を推進するための担当　：　管理者　堀畑美栄

10 ．非常災害対策について



（１）非常災害に備えて消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画、及び事業継続計画に基

　づき、非常災害対策を行います。

（２）事業継続計画に沿った研修及び訓練を行います。

11 ．緊急時・事故発生時の対応について

（１）サ－ビス提供中の事故や利用者の体調が急変した場合などについては、下記に定めたところ

　　　に連絡することとします。

（２）事業所の責めに帰すべき事故については、速やかに損害賠償を行います。

医療機関名（医師名）：：

連絡先・連絡方法：：

家族氏名（続柄）：：

連絡先・連絡方法：：

　  調査 報告

対応

12 ．相談・苦情等に対する体制と手順

(1)サービス等に関する相談や苦情等に対する窓口は下記の通りです。

ご利用時間　　平日　午前９時～午後５時　　　　　　　　

（２）苦情処理の体制および手順について

①苦情が寄せられた場合には、ただちに訪問するなどして詳しく状況を把握し、関係する職員、サー

　ビス事業所からの聞き取りを行う等します。

②苦情等については、事業所として検討し対応します。

③寄せられた苦情の内容および対応の経過等を記録し、再発防止に役立てるようにします。

13 ．利用者の秘密保持・個人情報の取り扱いについて

（１） 当事業所では、個人情報の利用目的及び管理について別紙に定め、個人情報の取り扱いを厳

北見市役所
保健福祉部　介護福祉課

　　　　　　　　　ただし、日曜、１２月３０日～１月３日を除く

ご利用方法　　電話　０１５７－２５－１１４４

　　　　　　　　　面接　北見市役所　保健福祉部　介護福祉課

国民健康保険団体連合会

ご利用時間　　月～土曜日　午前９時～午後５時

　　　　　　　　　住所　北見市常盤町5丁目9番地5

家族 事故発生

ご利用方法　　電話　０１１－２３１－５１６１

担当者名　　　管理者（苦情・相談員）　　堀畑　美栄

ご利用方法　　電話　０１５７－２６－００２０

家族等緊急時連絡先

 

ご利用者ご相談窓口

管理者　

ご利用時間　　平日　午前８時４５分～午後５時30分

北見市端野総合支所
保健福祉課　地域福祉係

ご利用時間　　平日　午前８時４５分～午後５時30分

ご利用方法　　電話　０１５７－５６－２１１７

　　　　　　　　　面接　端野総合支所　保健福祉課　地域福祉係

必要に応じ指示

　 必要に応じ報告

主治医

必要に応じ報告

市町村

説明・対応

　　　　　　　　　面接　居宅介護支援事業所勤医協

管理医療機関等



 　　　重に行っています。

（２）業務上知り得た利用者の及びその家族に関する秘密及び個人情報については、利用者または

　　第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合をのぞいて、　第三者に漏ら

　　すことはありません。

（３）当事業所では、居宅サ－ビス計画にそって、ご利用者へのサ－ビスが円滑に効果的に提供され

　　るために実施される、サ－ビス担当者会議等、介護支援専門員とサ－ビス事業者あるいは主治医

　　等との連絡･調整、学生実習及び職員の学術研究において必要とされる場合、居宅サ－ビス計画

　　の内容について、関係する行政機関および行政から委託を受けた機関より報告や情報供を求めら

　　れた場合に、利用者およびご家族の個人情報を使用することがあります。使用するにあたっての条

　　件は、次のとおりです。

　　　①個人情報の提供は、必要最小限とし提供にあたっては関係者以外の者に漏れることのないよう

　　　　細心の注意をはらいます。

　　　②情報を使用する場合には、会議名、参加者名、内容等について、記録し保管することとします。

　　　③学術研究・調査活動により個人の情報が特定される場合については事前に説明し、同意

　　　　　を得た上で使用します。

14 ．サービス利用にあたっての禁止行為

　職員に対して行う暴言・暴力、いやがらせ、誹謗中傷などの迷惑行為、及びパワーハラスメント、セク

シャルハラスメントなどの行為を禁止しています。これらの行為が認められた場合、サービスの中断や

契約解除の対象となります。より良い信頼関係が構築できるよう、ご協力ください。

15 ．事業主体の概要

以　　上

　　　　年　　　　　月　　　　　日

当事業者は、居宅介護支援（介護予防支援）契約の締結にあたり、利用者の方または代理の方へ

重要事項を説明しました。

＜事業者＞

＜利用者＞

　　　　　＜利用者の代理の方＞

事業者名　　居宅介護支援事業所勤医協

名称・法人種別

所在地、電話

所在地　　　北見市常盤町５丁目９番地５

理事長　　堺　　慎

北見市常盤町５丁目７番地５　　０１５７－２６－１３００

医療法人　オホーツク勤労者医療協会

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

住　所

居宅介護支援（介護予防支援）契約の締結にあたり、上記のとおり説明を受け同意しました。

住　所

説明者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

代表者名


